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会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称  第３回水戸市総合企画審議会 

 

２ 開催日時  平成 25 年１月 22 日（火） 午後２時から午後４時 35 分まで 

 

３ 開催場所  本庁舎前議会臨時庁舎２階 全員協議会室 

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 水戸市総合企画審議会委員 

岩上堯，大久保博之，小川喜治，上甲宏，中山義雄，八木岡努，山川庫， 

井上綾子，木本信太郎，田中真己，出井滋信，寺門忍，袴塚孝雄，林寛一， 

藤澤二三夫，山田稔 

(2) 執行機関 

田尻充，秋葉宗志，小田木健治，三宅陽子，坪井正幸，石丸美佳，飛田尚亨，

小野瀬嘉行，保科竜吾，酒井隆行 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 (1) 水戸市第５次総合計画の評価について（公開） 

 (2) 水戸市第６次総合計画基本構想・骨子「素案」について（公開） 

 (3) その他（公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る。）  ０人 

 

８ 会議資料の名称 

 (1) 水戸市第５次総合計画の評価 

 (2) 水戸市第６次総合計画基本構想・骨子「素案」 

 (3) 別添資料 施策の大綱「素案」 

 (4) 附属参考資料（項目追加・修正版） 

 

９ 発言の内容 

 

【執行機関】定刻になりましたので，ただいまから第３回総合企画審議会を開催させ

ていただきます。 

     それでは，  会長に議事の進行をお願いいたします。 

【会  長】皆様，こんにちは。 

一昨日が大寒ということで，だいぶ寒さも厳しくなってまいりましたけれ
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ど，本日は，皆様方には御多用中にもかかわらず，御出席をいただきまして，

誠にありがとうございます。 

     本日の議案は３件を予定しておりますが，よろしく御審議賜りますようお

願い申し上げまして，挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

座ったままで失礼させていただきます。 

     議事に先立ちまして，本日，  委員，  委員，  委員が所用のため

欠席の連絡を受けておりますので，御報告申し上げます。 

     また，本日の会議録署名人につきましては，  委員，  委員にお願い

したいと存じます。よろしくお願いいたします。 

     それでは，議事に入ります。 

     まず，（１）第５次総合計画の評価につきまして，事務局から説明をお願い

いたします。 

【執行機関】（水戸市第５次総合計画の評価について説明） 

【会  長】ありがとうございました。第５次総合計画の評価につきまして，ただい

ま事務局から説明をいただきましたけれども，御質問，御意見等がありまし

たら，お願いしたいと思います。 

     はい，  委員。 

【  委員】７ページなんですけれども，評価を踏まえた今後の対応のところに，コ

ンパクトなまち，コンパクトな都市構造というものが出てくるのですが，コ

ンパクトというのは，どの規模をコンパクトといっているのか，具体的なも

のが何かあれば。 

【会  長】事務局のほうで，いかがでしょうか。 

【執行機関】ただいまの  委員からの御質問にお答えします。 

こちらの今後の対応につきましては，第５次総合計画を踏まえまして，今

回作成しております第６次総合計画にどのようなまちのビジョンを描いてい

くかという視点でまとめてございます。 

前回もお配りし，今回の資料にもありますが，都市空間整備構想というこ

とで，資料２のほうを見ていただきますと，10 ページから都市空間整備構想

ということで，こちらの考え方，今後の対応方針として，都市空間整備構想

をまとめた中で，コンパクトなまちを目指していくということをうたってい

るところでございます。 

コンパクトの具体的な考え方としましては，11ページの２にございますが，

中心市街地を中心としました都市核，また赤塚駅や内原駅周辺，下市地区と

いった拠点地区を位置づけまして，そういったところの機能強化，充実を図

りながら，市街化区域の中に市外からの定住人口を誘導していきたいという

考え方で，今回まとめているところでございます。 

【会  長】ありがとうございます。  委員，いかがでございますでしょうか。 

【  委員】居住人口をここに集めるということになると。それとも，仕事なんかで
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人がそこに集まる… 

【執行機関】ただいまの御質問についてでございますが，まず都市核，中心市街地で

すとか拠点につきましては，人口のみならず，商業，業務，教育，芸術です

とか，そういった都市機能について，集積を更に充実させていきたいと考え

ております。 

さらに，市街化区域につきましては，これまでも調整区域におきまして，

人口の張り付き，開発人口など，これまで開発等も進めてきたところであり

ますが，これからのまちづくりにおきましては，調整区域等において新たな

大規模開発等を進めるのではなくて，既存の市街化区域内への人口の集積と

いうものを図っていきたいという考えでございます。 

【会  長】はい，  委員。 

【  委員】ただいま説明のあった資料１の２ページの中段に，評価ということで５

段ほどにわたって説明がなされています。この評価についてお伺いしようと

思うのですが，この計画策定に当たっての基本的な指標が，手順を踏んで，

しっかりと作ってあってと，そういうことがここに記載されている。その指

標に基づく実績は，一体どうであったか。過大評価，過小評価というか，手

抜きをしていなかったかとか，あるいは控えめに過小評価になっていなかっ

たかとか，それらに対して，評価はそこまで踏み込まなければならないでし

ょう。つまり，計画策定の手順が良いか悪いかということだけではなくて，

計画の内容についての評価，これが大事だと思うのですが，その実施された

成果内容についての反省というか，点検評価というのはなされていないとい

うふうに読み取れたのですが，いかがなものでしょうか。 

【会  長】ただいまの御意見について，いかがでしょうか。計画の内容ということ

でございますが，何か事務局のほうでございますか。 

【執行機関】ただいま  委員から御意見，御質問がございました評価ですけれども，

特に３ページ以降の基本的指標，人口，あるいは経済等についての具体的な

数値目標についての実績だけでなく，そこの成果についても評価をすべきで

はないかという御質問，御意見だったと思います。 

     これらにつきましては，４ページの③の部分におきまして，具体的な設定

の指標，その設定の考え方について明らかにするとともに，実績について，

例えば人口につきましては，21 年度の 26 万 5,270 人という実績，目標とし

ては 27 万 5,000人，比較しますと 9,730人，目標に対して不足しているとい

うところでございます。人口について，1,100 人の増にとどまったという原

因等についても，リーマンショック，あるいは中間段階での国勢調査の人口

減というものなどの要因について，評価しているというものであります。 

     総合的な評価としましては，５ページにありますとおり，具体的な目標設

定につきましては，中段にありますとおり，実績としては目標に達していな

いと。その目標設定の仕方についても，やはり現実性が不足していたという

部分もあるというふうに考えております。これらの今後の対応等も関連しま
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すので，これらの基本的指標に，目標として実績が達成しなかった原因，要

因等につきまして，やはり人口の基盤となります住宅宅地の供給であります

とか，あるいは各種サービスの提供，さらには産業の振興，そういったもの

について，それぞれ今後，基本計画の中で，どういった部分が弱かったのか

というものと併せて，評価を進めていきたいと考えております。 

     委員御指摘のとおり，やはり評価としては，不足をしている部分は多々あ

ると思いますけど，この計画性の評価だけでなく，それぞれの施策について，

どの程度まで進んで，どこの部分が弱かったのかということと併せて，総合

的な評価というものを，再度，基本計画の評価をする中で御提案をいたしま

して，各委員の意見を聞きながら，修正をかけていきたいと考えております。 

【  委員】ただいまの回答に対して，若干関連があるのですが。 

資料５ページの下から６行目，「具体的な目標設定については，現実性が不

足していたとも考えられるが」という，これは評価の一部ですから，政策に

おける目標設定に対して，実績が合わなかったということですね。こういっ

た点検評価についての判定は，評価内容として非常にいいというふうに私は

考えております。 

ただ，この評価で不足でしたということを表現されているのですが，その

理由にメスを入れるといいますか，それを分析して，そこのだめだった点を

改善していくということが，過去のデータをいかす道だと思うんですよね。

この５ページの「現実性が不足していた」という表現に関連して，どのよう

なお考えを持っておられるのか，お伺いいたします。 

【会  長】ただいまの御意見について，事務局のほうでお願いいたします。 

【執行機関】こちらにもありますとおり，「現実性が不足していた」ということで，結

果としましては，やはり実績が目標に達していないと。その大きな要因の一

つとして，平成 16年の基準年の 26 万 4,000人，ここがスタート地点，発射

台になるわけですけれども，この翌年の平成 17年の国勢調査におきましては，

この 26 万 4,000 人に対して約 2,000 人の減少と，その調査の方法によって

2,000 人の減少が生じたということも一つの要因であったというふうに考え

ております。 

     また，人口の増加，定住化に向けましては，住宅地の供給というハードの

部分だけでなく，やはり産業，就業，雇用等について，そういったものに力

を入れていくということが必要だと思いますけれども，その辺につきまして

は，さきほども申しましたとおり，基本計画の中で，それぞれの施策の評価

と併せまして，分析をしていきたいというふうに考えております。 

【会  長】よろしいでしょうか。 

あとは，いかがでしょうか。 

【  委員】今の  委員からの質問に関連してなんですが，２ページ目に書いてあ

る評価というのは，これはいったい何を評価したのか，お答えを聞いても，

今はまだはっきり理解できていないんですが，要は，ここに書いてあること
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は，例えば平成 17年の時点でも書けたんじゃないかなと思うんですよね。そ

れが５年経って，今の時点で再評価してどうだったのかを聞きたいところで，

後ろとも関係してくるのですが，具体的に言いますと，これから具体的な計

画を立てていく市役所の中のそれぞれの部署とか委員会との調整が十分であ

ったかとか，事前の調整がもしかしたら不十分であったがために，現実的な，

具体的な施策への展開が不十分であったというようなことが考えられないの

か。そのあたりを御検討された上で，少なくとも２ページ目に書いてある部

分につきましては，前回と同じような手順で今回もやっていけばいいんだと

いうふうに読めるので，本当にこれでよろしいのかどうか，今お分かりにな

る範囲で少し御説明いただければと思います。 

【執行機関】ただいま  委員から御意見ありました２ページの評価でございますけ

れども，この策定体制につきましては，第５次総合計画におきまして，こう

いった審議会と全庁的な体制と併せまして，新たに市民の声を聴く会という

市民の皆様から直接意見を聴く機会を設けたという手順でございます。 

しかしながら，今後の体制といたしまして，評価を踏まえた今後の対応に

もございますとおり，市民に開かれた行政運営という視点からは，やはり市

民参加の手法というものをもっと取り入れていく必要があろうかということ

でございまして，今回の総合計画の策定におきましては，大学生からの意見

提案，あるいは新たに市民討議会から意見を聴くといったさまざまな手法を

新たに取り入れているということでございます。今後とも，総合計画を策定

する過程におきまして，パブリック・コメント，あるいはインターネットを

通したｅまちづくり提案，さらに市民の皆様から直接意見を聴く機会，市民

参加の手法というものを多様に取り入れながら，計画の策定に努めていきた

いというふうに考えております。 

【  委員】私が懸念してるのは，具体的なこれからの施策を進めていく市の各部署

との調整がうまくいっていたのかどうかと。前回のところで，後ろのほうで，

さきほどの人口フレームもそうですし，７ページ目のほうでも，施策の展開

が不十分であったと考えられると，大事なところがそういう評価になってい

ますよね。このあたり，これから各部署で，これまでの継続性という話もあ

るでしょうから，そういうことを入れて，本当に各部署でできることが何な

のか，それも我々は分かった上で議論していかないと，市民のニーズでやり

たいことだけやっていても，目指す方向ははっきりしたのだけれど，また５

年経って，実現するための手立てがどうも思いつきませんでしたというよう

なことにならないように，そのやり方自体も少し考えていかなければいけな

いのかなというふうに思いますので，そのあたりが懸念だったということで

すね。 

例えばパブリック・コメント一つ取っても，今，中央官庁が何をやってい

るかというと，職員もパブリック・コメントに応募しろと，特に地方の国の

役人からの情報が中央までなかなか上がらないので，ぜひパブリック・コメ
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ントに応募しろというようなことで，中央官庁ではそういうことをやってい

るんですね。ですから，今，パブリック・コメントという言葉がたまたま出

たんですけれども，本当に市のそれぞれの部署，末端で働いておられる方か

らも，そういう形で情報が上がってきて，お考えになっている現実的な将来

の方向性みたいなものを，ぜひここの審議会でうまくすり合わせていくよう

なところを目指していただければいいのかなと思います。 

【会  長】ただいまの御意見につきまして，事務局のほうでございますか。 

【執行機関】現状の取組についての御説明をさせていただきますと，今回の第６次総

合計画の策定体制といたしましても，庁内の，特に実務担当をしている係長，

あるいは課長補佐クラスの職員，全課の職員を対象といたしまして，ワーキ

ンググループを設置しております。そのワーキンググループにおきまして，

本日お示ししております基本構想の骨子素案，こういったものにつきまして

も，直接ワーキンググループの声を盛り込みながら作っているということで

ございますので，今後，各部におきまして，基本計画の部原案を作るに当た

りましても，この都市づくりの理念，あるいは将来の人口の考え方，こうい

ったものを全て頭に入れた上で，各部の原案が作成されるという体制で取り

組んでおりますので，御理解いただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

【  委員】さきほどコンパクトなまちということで，規模の話をされたのですが，

私はむしろ，コンパクトなまちの規模というよりは，質というか，中身をち

ょっと聞いてみたいなと思います。 

さきほどの説明ですと，都市核としては，拠点という形で，機能，そのネ

ットワークということでお話があったのですが，コンパクトというところで

は，スマート・エコシティということで，魅力ある活力集積型と書いてあり

ますが，スマート・エコシティという場合，例えばエネルギーの問題とか最

近の原発問題を含めて，自然エネルギーに対する再評価，また，その評価と

いうものの流れの中で，特にそのことについてどうお考えになっているのか

ということを，分かる範囲で教えていただければと思います。 

【会  長】ただいまの件に関しまして，いかがでしょうか。 

実は，この後の基本構想の中で詳しく説明をいただこうと思っておりまし

たので，よろしいでしょうか。 

【  委員】それでは，その中で。 

【会  長】ありがとうございます。 

この後，いろいろとたくさん議論する場もあるかと思いますし，その後で

も結構でございますので，いろいろ御意見ございましょうが，第５次総合計

画の評価につきましては，御意見がございましたら，また別途，機会を設け

ますので，今後，施策の評価がまとまった段階で，改めまして審議させてい

ただきたいというふうに思っておりますので，よろしくお願い申し上げたい

と思います。 
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それでは，次に進ませていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会  長】ありがとうございます。 

     それでは，続きまして，（２）水戸市第６次総合計画基本構想・骨子「素案」

についてですが，本日，皆様から御意見を頂き，整理をさせていただきまし

た上で，次回の審議会には素案として提示することを予定しております。分

量が多いということもございますので，二つに分けて御議論をいただきたい

と存じます。 

     まず，前回の審議会で議論を行い，追加，修正等がありました項目につき

まして，御審議いただきたいと思います。 

資料２の２枚目の裏面の目次の欄をご覧いただきたいと思います。 

基本構想・骨子「素案」のうち，第１，基本構想の目的，第２，基本構想

の期間，第３，都市づくりの展望，第４，将来都市像，第５，人口と経済の

展望，第６，都市空間整備構想につきまして，事務局から一括して説明をお

願いいたします。 

【執行機関】（水戸市第６次総合計画基本構想・骨子「素案」のうち，第１ 基本構想

の目的から第６ 都市空間整備構想まで説明） 

【会  長】ありがとうございました。 

さきほど，（１）の第５次総合計画の評価について，途中で大変失礼いたし

ました。第６次総合計画基本構想とも密接に関連しておりますので，さきほ

どの第５次総合計画の評価も含めまして，皆様方から御意見を頂きたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

【  委員】総合計画で一番大事なのは，この人口問題だろうと思うのですが，その

中で，各論が出ていると，もっといいかなと思うのですが，それはこの次の

基本計画を作るところになってくると思いますが，目標交流人口という部分

で，交流人口，県のほうでもそういう言い方をしていますが，具体的にここ

までの数字を出すということには，何か各論みたいなものはある程度練られ

ているのですかね。450 万人という観光人口をつくっていく，そのための各

論があれば，もっと総論に賛成とか，こういう方向で目指していこうかとい

うことができるのではないかと思うのですけれど。 

     あと，人口問題についても，多少中に入っていますから，やっぱり人口を

減らさないためには何をやっていくんだという柱となる各論の部分が，今，

総論で議論していますから，ここでオーケーですと言っておいて，後から各

論が違っていたら，あれというような議論になるかなという部分もあるので。 

ただ，狙いとしては，この総合計画は，はっきり言って，高齢者と少子社

会の問題が出てきて，財政上にも多分影響してくると思うんですよ。そうい

う部分も全て絡んできますから，私のほうで質問したのは，各論の部分が今

見えるところであれば，そういうことを考えているのかということが分かれ

ば，議論の一つになるのではないかと思うのですが。 
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【会  長】今の人口の各論について，いかがでしょうか。 

【執行機関】今，  委員から御質問がありました９ページの，特に目標交流人口等

の設定に関しまして，観光交流人口，いわゆる年間入込観光客数については，

450 万人という設定にしてございます。450 万人を実現するための具体的な施

策につきましては，今後，各部で練りこんでいくということになります。具

体的な施策，鶏と卵の関係になってしまうかもしれませんけれども，目標が

あって，その目標に向けてどのような施策に取り組んでいくのかというもの

を，現在，各部において検討しています。 

特に，こちらの現況にもありますとおり，平成22年度においては336万人，

その前年で約 400 万人に達している観光人口でございますけれども，そのお

おむね１割程度を上げていくということにつきましては，これから新しい観

光の入込客を求めていくということが必要になろうかと思っております。そ

ういった意味でも，今までのターゲットである県内，あるいは近隣の県だけ

でなく，茨城空港等の活用により，関東近県だけではないところのターゲッ

トも含めて，観光の入込客を増やしていくという具体的な施策を練っていく

必要があろうかというふうに考えております。 

     他の基本的指標，目標人口等につきましても，やはりこの目標人口をそれ

ぞれ実現していくための各種施策というものを，現在，各部で練っていると

いうことでございますので，まずは目標を設定して，実現するための施策に

ついて，現在整理をしているというところでございます。 

以上でございます。 

【会  長】ありがとうございました。 

  委員，いかがでしょうか。 

【  委員】変な話なんですが，各論の部分に，こちらは入ってしまう可能性がある

ので。観光というのは，見るもの，遊ぶもの，施設があるもの，食べるもの，

泊まるもの，そういうものを点から線にして，どういうふうに作り上げてい

くかということになるかと思うので。ただ，県都という，それと徳川 300年

の歴史がありますよね。これを使えば，市のほうでやっているのもそうじゃ

ないかなというふうに想定はされるのですが，やはり県都として，各論の部

分が一番重要かなと。そうしないと，多分人口が減っていきますから，にぎ

わいをつくって，人が来れば，お金はどんどん落ちていきますから，その仕

組みが多分，県の構想も市の構想も各論としては同じ方向性を向いているん

じゃないかなというふうには読むんですけれどもね。各論は，次，期待をし

たいと思います。 

【会  長】はい，  委員。 

【  委員】冒頭でありました第５次総合計画の評価の部分と関連して，まず２点あ

ります。 

この資料を見ていると，また説明も聞いていますと，中心市街地の定住の

ことがほとんどであります。郊外の部分のことについての施策について，市
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のほうではどのように考えておるのかという。 

それと，資料２の 12ページにある「災害に強い都市基盤づくり」というと

ころの文章であります。この文章ですと，災害が起こった後のことしか言及

しておりません。災害が起こらないようにするという部分が言及されており

ません。そのあたりの考え方の違いなどを聞かせていただければと思います。 

【会  長】  委員のほうから２点ありました。１点目は郊外の施策の点，２点目

が，災害の場合に，災害後のことではなくて，事前の対応ということでしょ

うか。 

ただいまの件につきまして，事務局のほうでお答えはいかがでしょうか。 

【執行機関】  委員から御意見ございました話で，一つ目は，郊外での暮らしとい

うことでございますが，都市空間整備構想の 10 ページをお目通しいただきま

すと，スマート・エコシティの部分の上段の部分にございまして，都市中枢

機能等の強化，充実ということだけでなく，住み慣れた地域に暮らしていく

環境を確保するためにも，自然や歴史などの地域特性を活用することによっ

て，地域の活力を高めていくということも必要だと考えてございます。 

     そういったことからも，13ページでお示ししておりますが，地域特性をい

かした魅力あふれる交流ネットワークづくりというものは，そういった地域

における資源を活用しながら，その地域での生活環境づくりというのを進め

ていきたいということで，まとめているものでございます。 

     ２点目の，「３ 災害に強い都市基盤づくり」というものが，災害が起こっ

た後の対策ではないかといった御指摘かと思いますが，こちらにつきまして

は，災害に強い都市基盤，都市のつくり，構造ということで，今回の東日本

大震災や近年起こっております集中豪雨等にも対応できる基盤づくり，避難

経路となります道路ですとか，集中豪雨等に対応できるような都市下水路の

整備ですとか，そういったものの整備を事前に進めることによりまして，災

害が起きても強い都市づくりというもの，災害に対応できる都市づくりとい

うものを進めたいということで，まとめたものでございます。予防的な施策

につきましても，当然必要だと考えております。そういったものにつきまし

ては，今後まとめます基本計画の中で，十分施策についてまとめていきたい

と考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

【会  長】よろしいですか。 

【  委員】１点目のほうですが，実は私，環境審議会に籍を置いております。その

審議会におきまして，この環境という言葉の捉え方なんですけれど，自然環

境と生活環境との二つを同時に進めております。 

そういった中で，生活環境という部分で，高齢化の進んでいる現在，郊外

部分の居住者の方々が，高齢者は特に生活物資の購入又は医療機関への通い，

そういう部分において，都市交通，公共交通の脆弱さのために，大変心配が

多いのであります。そういう部分が非常に環境審議会でも問題になりまして，

そういう意味から，市内中心部と郊外部との違いに対する考え方というもの
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を更に進めていただきたいなということであります。 

     そして，２点目の災害に強い都市基盤づくり，これは，まず，なぜ私が質

問をしたか。それは，この水戸市の区域内にあって，無堤防の地域がありま

す。那珂川，涸沼川に関連する無堤防の区域があります。石川川も似たよう

な状況です。ここ毎年，集中豪雨的なものであっても危険がある地域におい

て，無堤防であるがゆえに，大変な心配があり，また対応を地域の住民が迫

られてます。水害などの起こった後は，ただ人が避難するだけであって，本

当に基盤的なものは後々に大きな禍根を残されるわけであります。そういう

ことで，この点，質問したわけであります。 

以上です。 

【会  長】ありがとうございました。 

ただいま頂きました御意見につきましては，事務局のほうで更に検討を加

えまして，次回お示しさせて… 

【執行機関】１点だけ，すみません。 

ただいま災害に強い都市基盤づくりということで，当然，河川の氾濫，こ

れにつきましては，起きてからでは遅いという御意見でございまして，今回，

国，県管理の河川の無堤防地区等の河川改修につきましては，河川の改修を

促進していくという立場で，また，水戸市の河川につきましては，水戸市で

改修を進めていくということを考えてございまして，12ページの３番のとこ

ろで，那珂川等の河川改修の促進を追加してございますので，そういった御

意見等を踏まえまして，対応してまいりたいと考えております。 

【会  長】はい，  委員。 

【  委員】さきほどの評価と関連して，経済見通しについてお伺いしたいと思いま

す。資料１のほうでは５ページに指標の目標と実績がありまして，２のほう

は９ページに見通しの表があります。 

これ，何度も見比べていて，ちょっと分からないところもあるので，お聞

きしたいのですが，９ページのほうでは，24 年度の市内総生産，市民所得，

一人当たり市民所得と下段に出ているのですけれど，要するに５水総の目標

は，スタート地点から，市内総生産も 10.5％上がります，市民所得も 10.5％

上がります，一人当たり市民所得は 3.5％上がりますということでスタート

したんですよね。ですが，さきほどの評価のところの表を見ると，スタート

時点の 16年度時点で，もう目標と実績がずれてるので，ちょっとよく分から

ないのですが，例えば目標が，いわゆる５水総の目標と比べて，今の 24 年度

はどうかと見ると，それぞれ 97％，90％，88％というスタート地点になるん

ですね。つまり，５水総で掲げた目標は，大体 10％ずつ上がっていくという

ふうに計画をしたんですけれども，実際はそうはなっていないということに

ついて，リーマンショックとか社会情勢の変化ということ一言だけでは納得

がいかないといいますか，私は，もうちょっと説明が必要じゃないかなとい

うふうに思っているんですが。 
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     それと併せて，この資料１の６ページでは，新たな視点で目標値を設定し

ますという，今後の対応として，新たな視点ということが加えられています

ので，その辺の意味合いはどういうことなのかということを，まずお聞きし

たいと思います。 

【会  長】ただいま  委員からの目標人口ということに関しましての御質問でご

ざいましたが，いかがでしょうか。 

【執行機関】第５次総合計画におきまして，市民所得の設定につきましては，当時の

国や民間シンクタンクの長期予測等を基本に，水戸市における予測につきま

しても設定したものでございまして，長期的には 1.5％の水戸市の市民所得

の伸びを見込んだものであります。ただ，その後のリーマンショック等，当

時では予想し得なかった大きな部分がございまして，目標と掲げたものから

達成しなかったという状況がございました。 

そういったことを踏まえまして，今回も国や民間シンクタンクの経済予測

等を踏まえながら，水戸市の市民所得について予測するものでございますが，

国や民間シンクタンクで推計しているものから，かなり，水戸市の市民所得

につきましては，水戸市の状況を踏まえまして，抑え目の予測としたもので

推計したものでございます。 

     また，６ページの新たな視点からの目標設定，目標として設定するという

ものにつきましては，目標人口の伸びが，今後は減少ということが見込まれ

ますから，今回の目標交流人口というような，こういった指標の設定が必要

ということで，評価について，まとめたものです。 

【  委員】資料２の９ページに，今後 2028年度までそれぞれ伸びていくよというこ

とが出ていまして，さきほど追加説明があった参考資料の 16 ページに，その

ことの解説が出ているんですけれども，確かに５水総よりは，かなり控えめ

な成長目標率を想定されていると思うんですけれども，私は，消費税の増税

という問題，ここにも駆け込み需要とか景気の下押しとかという影響も見込

んでいるとは言うんですが，そんなに甘くないんじゃないかというふうに悲

観をしているんですね。今，デフレで，なおかつ震災の影響もあって，雇用

環境ですとか経済情勢が好転しないという中で，消費税増税 13.5兆円をやれ

ば，かなり悲劇的なといいますか，失業者の増大だとか，中小小売業の倒産

ですとか，かなり悪影響が出るんじゃないかと私は思っているから，私はや

めるべきだと思っていますけれども，ともかく，予想する場合に，そのこと

が実質，平成 26年が０％，その後，増税による影響も落ち着くという評価も

されていますけれども，そういうことでいいのかなというふうに思います。 

     それから，平成 31 から 35 年の５年間は，人口は減るけれども，0.5 より

も高い 0.8％増という見通しをされているわけですよね。ですから，その点

が，５水総ほどのかい離がないにしろ，実態としてどうなのかなという疑問

がちょっとあるんで，その辺をどういうふうに検討されているのかなと。消

費税を上げますと，家計消費が落ち込みますから，所得税とか法人税とか他
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の税金が減ってしまうということがあるので，財政上も良くないと私は思っ

ているのですけれども。 

ともかく，所得が減るだけじゃなくて，税収にも影響が出るだろうなとい

うふうにも思うので，その辺の定めた根拠といいますか，意味合いをもう少

し御説明いただけないかなと思います。 

【会  長】ただいまの  委員さんから，経済の見通しにつきまして，実態とのか

い離があるのではないかと，どのように検討されたのかと，定められた根拠

はどうなっているのかということでございます。 

【執行機関】経済見通しでありますけれども，お配りしております附属参考資料の 14

ページ，15ページに記載してございますとおり，水戸市でこういった経済見

通し，経済の推計をするに当たって，国，あるいは民間シンクタンクの経済

見通しというものを参考にさせていただいております。14ページ後段にあり

ますとおり，イの部分にありますとおり，消費税増税というものが制度的に

決定した後におきまして，民間シンクタンクの中でも，やはり消費税の影響

というのはあるにしても，平成 26 年度から平成 31 年度にかけて 1.1％から

1.19％，こういった程度の経済成長はあろうという見通しを立ててございま

す。また，政府におきましても，新政権におきましてデフレ脱却，そして経

済成長３％というものを目標に掲げていると。こういったことを勘案します

と，水戸市は第３次産業に特化しているということもありまして，国全体の

経済成長よりも若干遅れて成長しているという傾向が見られますけれども，

緩やかに，31 年度以降，36年度，そういった段階的に経済成長がなされると

いう推計を立てているところでございます。 

【  委員】もう一つだけ。今のことは，もう少し慎重に精査したほうがいいんじゃ

ないかと思うんですが，そのことは置いといて。 

もう一つは，都市核の問題なんですけれども，さきほど他の方からも出て

いた評価のほうでは，赤塚，県庁舎，内原地区は，それぞれ拠点形成が図ら

れたと。しかし，空き店舗増加や歩行者量減少という，いわゆる中心市街地

の問題が分析されて，具体的な施策の展開が不十分だったというふうに出て

ます。今回の資料２の 11ページも，さまざまな都市中枢機能の集積を図るん

だよということが 11ページに出ていますけども，要するに，別に今できたも

のを壊せという意味ではないんですが，内原とか県庁周辺を，いわゆる行政

主導で，大手商業資本をいわば誘致するような形で開発してきたわけですけ

ども，それ自身が中心市街地の空洞化に大きな影響を与えているんじゃない

かというふうには思うんですよ。ですから，具体的な施策が不十分だったと

いうことについて，じゃ何をやるんですかということが，12ページあたりに

施策の方向性が出てますけども，５水総とあまり変わり映えがないのかなと

いうふうに，率直に言って思うわけであります。 

ですから，言いたいのは，行政主導でそういう開発をしたこと自体が，中

心市街地との両立を阻害するという面が，率直に言ってあるのではないかと
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いうふうに思わざるをえないんですけどね，この辺が６水総でどういうふう

に切り替えていくのかという方向性を，もうちょっと具体性を持って示さな

いとならないんじゃないかなというふうに思うんですね。 

     公共事業一般を考えたときに，そういう拠点開発をして，大手のゼネコン

さんが仕事をしていくと。そして，中央の商業資本が来た場合に，お客さん

は多数来ると思いますよ。しかし，その税収という点では，いったいどこに

吸い上げられるのかということがよく見えない。ですから，総生産とか市民

所得が，公共投資いろいろやっても，思ったように伸びていかないというこ

ともいえるんじゃないかというふうに思うんですね。 

     公共事業も，身近な福祉とか教育とか老朽化した道路とか，いろいろあり

ますけれども，地元雇用を増やすような形の公共事業に切り替えていくとい

うこともね，やっぱり明確に打ち出さないと，結局，同じてつを踏むんじゃ

ないかなというふうに私は思うんですよ。ですから，そういう点をもうちょ

っと政策的に明示する必要があるんじゃないかなというふうに思うんですけ

れども，いかがでしょうか。それをちょっと聞きたいと思います。 

【会  長】ただいまの  委員の御意見について，いかがでしょうか。 

【執行機関】ただいまの都市核の部分でありますけれども，都市核の機能強化につき

まして，資料２の 11ページでうたっております都市核については，中心市街

地プラスアルファの部分を想定してございます。しかしながら，都市核の強

化につきましては，中心商店街の強化という視点だけにとどまらず，商業は

もちろんでありますけれども，歴史，観光資源，あるいは商業，業務，教育，

文化，そういった都市中枢機能を集積させていき，そのことによって中心部，

都市核における居住者，あるいは歩行者というものを増やしていく，そのこ

とによって，にぎわい，あるいは交流というものを増やしまして，まちの活

力を高めていくという考え方を，この第６次総合計画の中では打ち立ててい

きたいと考えております。 

     さきほども御回答したとおり，そのための具体的な施策につきましては，

第６次総合計画の基本計画の中で，この都市核の強化につながる施策につい

て，積極的に位置づけてまいりたいと考えてございます。 

【会  長】ありがとうございました。 

はい，  委員。 

【  委員】商工会議所としての意見を述べさせていただきます。 

商工会議所では，定期的に全会員 4,000 会員にアンケートをリサーチとし

てやっているわけですけれども，その 4,000会員のうち，毎回出てくるのが，

中心市街地の活性化ということが３割程度で，一番多い要望なのであります。

生活環境の充実は，これはもうやっていかなければならない大事なことです

し，自然環境も大事ですが，それだけでは，住宅とショッピングセンターだ

けのまちになっちゃうので，中心市街地は，さきほどおっしゃっていました

けれども，商業者のためだけでなく，文化的なものとか機能の集積で交流人
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口を増やすための仕掛けづくりとして，中心市街地はとても大事だというふ

うに思っています。 

     もう少し，商工会議所で調査してみると，県外の人は，歴史的文化性を求

めて水戸に来て，観光ばかりじゃなくて，コンベンション，あるいはスポー

ツイベントというようなものについても，交流人口を増やしていく必要があ

るというふうに思うんです。そういう要望があるんです。 

県内の水戸の周りから来られる方は，水戸に都会性を求めて来られている

んですね，必ずしも自然ではなくて。劇場とかライブハウスとか演劇ができ

るところとか，さまざま，飲み屋街もそうなんですけれど，しゃれた店とか

ファッションの集積したところ，そういうところが大事で，そういうものも

含めて，中心市街地というふうに呼ばせていただきたい。 

ぜひ，コンベンションセンターは，コンベンションビューローとともに必

要な機能だと思いますし，水戸にはないので。県庁所在地でないのは，多分

水戸ともう一つくらいだと思いますので，そういうことを含めて，日本一の

コンベンションができるような中心市街地の核をつくっていただきたいとい

うのが，商工会議所の一つの，具体策になっちゃいましたけれど，願いであ

ります。 

【会  長】ありがとうございました。ただいまの  委員からの御意見，いかがで

しょうか。 

【副 会 長】個々の問題になっちゃうと，広がっちゃうから，今の話は計画のほうの

中で取り入れるというふうにして，基本的には中心市街地でしょうけれども，

大まかなところの構想だから，個々でまとめていただくという形，個々に入

らないと，いずれにしても，皆さん方が今言いたいことはたくさんあるのだ

けれど，そこには入っていけないわけですよ，今のところね。だから，  委

員の話を，私もよく理解してますので。 

【  委員】各論の部分に入っちゃったようで，すみません。 

【副 会 長】どうしても言っちゃうんですよね。しようがないです。 

【  委員】よろしいですか。 

全体の話で，さきほどの第５次総の評価と並んで，それから 10 ページ目の

都市空間整備構想のところで出てくるんですが，コンパクトなまちというの

は，さきほども御指摘ありましたように，もう少し議論していく上で，何を

目指していくのかをやっておかないと，これからの具体的な施策の優先順位

を考える上で，決める大事なことかなと思うんですが。 

懸念するのは，その前の「集積型の持続可能な都市構造に転換し」という

フレーズがあるのですが，これ，結構重たいことをいっていることになっち

ゃうなという気がします。特に，私たちの学会で，都市計画学会というか，

いろんなところで議論している立場からいいますと，例えば「持続可能な」

という言葉は，平成 40年どころじゃなくて，もっと先まで見て，最終的にこ

ういう都市になるんだということを議論するときに使う言葉ですし，それか
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ら，ここでいっている都市構造はそもそも何かと。やはり，住宅をどうはり

付けるかというのも，都市構造の中の非常に重要なところで，それをコンパ

クトにしていくのか，さきほどありましたけれど，中心市街地にもっと人を

住まわせるのか，さきほどありましたが，南のほうの居住環境を良くしてい

くのか，これも都市構造の大きな要素になりますので。 

それから，その後ろに，「転換し」とありますよね。これちょっと，本当に

心配するんですが，現状がやはりまずいので，これから変えていかないとい

けないと，そうなっちゃいますよね。そうすると，現状の都市構造のまずい

ところは何で，どういう都市構造が望ましいのかと，そこをきちんと定義し

ないと，こういう言葉を使うのは非常に危険かなという気がします。こうい

うことを言うと，次回，次々回にこういう言葉がなくなっちゃうのかなとい

う懸念もあるのですが，そうではなくて，やはり水戸の将来で考えている将

来の都市構造は何なのかというあたりを，もうちょっと外枠として，ここで

決めとかないといけないんじゃないかなという気がします。 

さきほどからいろんなお話が出てきていまして，例えば観光の 450 万人と

か，それから郊外の防災だとか交通だとか，これ，全部やっていくと，集積

型の都市構造にはならないと思うんですね。かといって，郊外，中心市街地

以外を全く何もやらないというわけでもないでしょうから，そこを議論した

上で，じゃ，その枠の中で 450 万人実現できるのかとかですね。 

それから，さきほどの人口ですけれど，厳密にコンパクトなまちといいま

すと，さきほども説明ありましたけれども，地価が上がっている所で，更に

人口が増えていますと，そういう人をいかに増やしていくかというのが，本

来のコンパクトの目指していくものですが，そうすると，将来の人口増があ

りますねと。やはり，現実的な問題として，南の県庁周辺の良好な住宅地，

この辺をもう少し膨らませていくと，こうなりますと。そうすると，コンパ

クトの度合いはそちらのほうが減るんですけれど，多分，そのほうが現実的

な話になるのではないかなと。その議論をやらないで，ただコンパクトとい

う言葉だけで行っちゃうと，後でかなり議論が錯綜してくるような気がする

ので，ちょっとここを，どんなレベルになるのかというのはお任せしますけ

れど，少しイメージをはっきりしておかないと，これからの具体的な施策全

体を縛りますよね。ですから，そこをもうちょっとはっきりしてほしいなと

いうふうに思いましたけれど，いかがでしょうか。 

【会  長】ただいま  委員から，資料１の７ページのところの評価のところの「集

積型の持続可能な都市構造に転換し，」という文章が大変重たいものだと，そ

れから，コンパクトというところにつきましては，イメージをもっとはっき

りさせるべきではないかというお話ですけれども，いかがでしょうか。 

【執行機関】  委員から御質問ありました資料２の 10 ページの都市空間整備構想の

基本的な方向の，特に上から４行の段落の部分についてでございますけれど

も，ここの人口減少社会，あるいは環境問題など，時代が大きく変化する中
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で，これからの都市づくりについて述べてございますのが，水戸だけでなく，

全国的に，これまでの拡散型の開発志向から，集積型の持続可能な都市構造

に転換していく必要があると，コンパクトなまちを目指していく必要がある

と，これは水戸だけでなく，一般論として，全国的な傾向について述べてい

るという整理をさせていただいております。 

     こういった水戸市を取り巻く環境の中で，水戸がどういった都市構造を目

指していくのかというところでありますけれども，このテーマとしておりま

す「魅力・活力集積型 スマート・エコシティ」につきましては，コンパク

トシティの中でも，例えば青森県の青森市の中では，もう完全に市街化区域

の，特に中心部のところに人口集積を図ってという考え方でありますけれど

も，やはり，市街化区域の全体の面積，あるいは今の居住等を考えたときに，

特に魅力，活力について，集積をまずはしていくと。その人口集積していく，

あるいは居住地区について，全てコンパクトに圧縮していくというよりも，

まずは第１段階目として，魅力の拠点，あるいは都市核，生活交流拠点，そ

ういったところに拠点としての活力，魅力を集積していくという考え方でご

ざいます。 

     あわせて，その居住の部分だけでいいますと，やはり 11ページに，さきほ

ども  委員から御指摘あったときに御説明したとおり，基本的には既成市

街地，市街化区域の部分を中心として定住化を誘導していくというコンパク

トなまちづくりの考え方というものを，この第６次総合計画の中で進めてい

きたいというふうに考えております。 

     また，  委員からお話がありました人口，その市街化調整区域の中の開

発ですとか，あるいは市街化区域の中での人口の開発の動向を見ますと，さ

きほど第５次総合計画の評価の中で，平成 17年から 24 年までで 5,500人の

人口増加があったわけであります。市街化調整区域における開発行為等につ

きましては，戸数でいいますと約 2,200戸，世帯で言いますと 3,800世帯と

いうのが，市街化調整区域での開発が進んだというところでありますけれど

も，そこに市外から転入してきた方というのは，大体２割ということでござ

います。そういった意味で，5,500 人の人口増に対しまして，実質的には，

市外から市街化調整区域に入ってきた方というのは 2,500から 2,000人程度

というふうに見込まれておりまして，その他の方は，やはり中心市街地のマ

ンションでありますとか，中心部の戸建て住宅，さらには市街化区域内の戸

建て住宅等に転入されてきたということでございますので，今後とも，11ペ

ージにありますとおり，既成市街地，中心部等も含めまして，既成市街地に

定住化を誘導していくという方向性を，第６次総合計画の基本計画の中で，

具体的なものを明らかにしていきたいというふうに考えております。 

【  委員】事務局として行きたい方向は，だいぶそれでクリアになって，分かって

きましたが，ちょっとそうなりますとね，言葉の使い方として，都市構造う

んぬんといっちゃいますと，コンパクトという言葉に関連して，やはり住宅
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配置をどうするかというのが都市構造で一番重要なところになってくるので，

「魅力・活力集積型 スマート・エコシティ」というふうになると，これや

っぱり，自然に住民がそちらに引きずられて，居住配置も変わってきますよ

という方向を目指していることになっちゃうんじゃないかなと。我々がいっ

ている都市構造の転換という言葉からすると，本当に中心地，魅力の集積だ

けをいじくることによってコンパクトが達成できるのかとか，ここちょっと

疑問に感じます。 

     それから，ちょっとあと二つほどありまして，さきほどから議論になって

おります中心市街地をどうするのかということと，今の都市構造の転換，コ

ンパクトなまちを目指すというところの関係というのは，今の説明でだいぶ

クリアになってきましたけれど，もうちょっと中心市街地の周辺の居住者を

増やすということをやらなくていいのかというのが２点目ですね。 

それから，３点目は，最初の４行が，全国的なすう勢がというふうな御説

明で，ちょっと表現として「そのため，本市において」という，これのつな

がりがちょっと怪しくなっちゃうんですけれど，そういう話よりも，むしろ

水戸がこういう方向に進んでいくことが，今の時点の集積型の都市構造への

転換に有益なんだと，そこまで言えるんじゃないかなと。今の説明だと，前

回もありましたが，周辺市町村の人口を水戸市のほうへ引っ張って来るんだ

ということは，県全体の目で見れば，コンパクトが相当進んでいるわけで，

本当にさきほどおっしゃったような全国的なすう勢も，これ必要になってま

すよということで，それに水戸市が寄与，貢献できるんだということであれ

ば，今みたいな理屈が成り立つのかなと思うんで，そういうことの御説明で，

この最初の４行があるというのであれば，これは非常に大切だと。 

以上３点，今日すぐにという話ではないですけれど，ちょっと気になりま

したので。 

【会  長】ありがとうございました。 

続きまして，  委員，何か御意見ございますか。 

【  委員】今のところはないです。 

【会  長】  委員，いかがでしょうか。 

【  委員】具体的な話がいろいろありまして，今，  委員にしても  委員にし

ても，会のニーズを発言されましたけれど，私の中は小商人ですから，細か

いことの話ならいくらでもあるので。 

観光協会長の立場であえて申し上げますと，これ，市長からも聞いている

話ですけれども，観光交流人口の目標が 450 万人というのが，その前に，現

況の平成 22 年と 23 年の数字が，果たしてどれだけ信ぴょう性があるのかと

いうところを押さえておかないと，450 万人という数が一人歩きしちゃうよ

うな感じがして。 

【会  長】このことについて，いかがですか。 

【執行機関】現況の観光入込客数につきましては，茨城県全体の中で調査をして，茨
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城県として報告されている数字でありますけれども，従前の目で見てのカウ

ントということではなく，それぞれの施設の実入場者数について茨城県のほ

うではカウントをしているというふうに伺っております。 

【  委員】私は，県の物産協会の副会長の立場で，役員会で総会の話が入っている

ということで，どうにかそこら辺を整理してもらいたいなというふうに思い

ます。ただ，方向性としては合っているというふうに思っております。 

【  委員】今の関連の話題ですが，現況330万人，それを450万人，10年間で持って

いく。それは，トレンド分析といいますか，傾向分析みたいなものをやって

いるんですか。今までの過去のデータをプロットして，傾向分析すると，ど

の辺に行くのか。それより上回っている分は，当局のほうの努力だね。そこ

に，増やすための，過去のデータがここまでありますので，プロットして，

そして，少し増加傾向にはあると思います。だけど，450万人というのは，現

状から比べると120万人プラスになるわけで，この間をどうやって増やすのか，

そこにストラテジーといいますか，戦略がなかったら達成できない。いった

い何を考えているのか，それは可能性のある戦略なのかどうかということを

伺いたい。 

【執行機関】すみません，今日は資料を提供してございませんけれども，観光交流人

口につきましては，さきほど申しました県のデータとして毎年報告がなされ

ております。年々増えておりまして，平成 21 年には 400 万人を超えてござい

ます。今回，現況として示しております平成 22 年度，そして平成 23 年の数

値が，極端にその 400 万人に到達した翌年度から下がっておりますけれども，

やはりこれは東日本大震災の大きな影響があったというふうに考えておりま

す。 

     したがいまして，水戸市の潜在的な観光のポテンシャルとしましては，400

万人というものは持っていると分析しております。その上で，400 万人から

約 10％の増につきましては，これまでＰＲが不足しておりました首都圏，あ

るいは関東近県以外のところの観光ＰＲというものを集中的に，効果的に行

うことによって，実現可能な範囲だというふうに考えてございます。 

【  委員】あらゆるネットワークを使って，その本県出身の人が全国的に散らばっ

ている，そういう人たちのネットワークを，利用という言葉が悪いかもしれ

ませんが，あらゆるネットワークを使い切るとか，そういう努力が必要だろ

うと。これは一つの感想ですが，そう思いますね。 

     それから，今のに関連して，資料の９ページ，表の２で例の 450 万人とい

う数字が出ている表ですが，表２のタイトルで「目標交流人口」と書いてあ

るだけなんですが，これは 2023 年度，平成 35 年度の目標値だと思うんです

ね。年度をここに記入しないと，この図表というのは命を持った表にならな

い。よろしいでしょうか。これ，いずれ配るのでしょ。市民に配るデータだ

と思うんですが，そういうふうに名は体を表す，しっかりと表現していただ

ければと。 
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     同じく上の表１ですが，これ「目標人口と経済見通し」，何の目標人口か分

からないです。これ，産業別の目標人口と経済見通し。きちんと体に見合う

名前を付けてやってほしいと思います。 

以上です。 

【会  長】ただいまの件，いかがですか。 

【執行機関】  委員からありました目標交流人口につきましては，８ページの本文

にもありますとおり，平成 35 年度における目標でございまして，こちらの表

についても，分かりやすく表記していきたいというふうに考えております。 

また，表１のタイトルにつきましても，ただいまの御指摘を踏まえて，十

分検討してまいります。よろしくお願いいたします。 

【  委員】お願いします。 

【会  長】はい，  委員。 

【  委員】端的に確認だけしておきたいんですけれど，時間もそろそろ経過してき

ましたので。 

今回，第５次と第６次を見たときに，目標とする人口で，交流ですとか定

住，いろいろあると思うんですけれども，前回よりもより具体的といいます

か，現実的な路線にちょっと移ったのかなと。そこに，より民意を反映する

ような第６次にしていこうという動きは分かるのですけれど，第５次のとき

にあって，今回もそれを引き継ぐのかどうかという部分で確認したいのです

が，第５次の場合は，基本 30 万人というのがキーワードでしたよね。今回，

これを見ると 27 万人，そこからまた減っていきますけれども，というのが一

つの人口目標というキーワードなんですけれども，ただ，第５次の場合は，

その先に，第５次じゃなくても，その先に広域合併とかをしながら 50 万都市

を目指すんだと，中核市を経て，政令指定都市を目指すんだと，第５次で完

了するのではなくて。そういうふうな将来ビジョン，それがまちづくりの理

念だというのを期待していますよね。今回もそれを引き継ぐのか。本来だっ

たら，引き継ぐわけですよね，将来ビジョンなんですから。それを引き継が

ないのか，それを確認したいんですけれども。 

【会  長】いかがでしょうか。 

【執行機関】基本的に，将来的に強力な水戸都市圏を構築していくという意味では，

広域合併については，一つの手法，手段であるというふうに考えております。 

しかしながら，現段階におきましては，県央地域の首長懇話会というもの

を構成しておりまして，その中での，まずは合併ではなく，広域連携，都市

間協働というものを推進していくということで進んでございます。 

資料が，後から御説明をいたしますけれども，施策の大綱の素案のほう，

別添資料におきましても，６ページの２番の項目（１）の⑤でございますが，

広域的な行政の推進としまして，強力な水戸都市圏の創造に向けまして，行

政間の連携を強化する，そして，あらゆる分野での都市間協働，連携を推進

するということを，まずは第６次総合計画では推進していくと。ただし，こ
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の広域的な合併というものについて，現時点で否定するということではなく，

周辺の市町村とも連携しながら，将来ビジョンとして検討していくというス

タンスで臨んでいきたいというふうに考えております。 

【  委員】分かりました。それは，より現実的なほうへは進むんだろうなと思うん

ですけれども，ただ，前のほうが，より将来に対する中核市を目指すとか，

政令指定都市を目指す，そのために広域合併をしていくんだと，非常にどち

らかというと分かりやすいというか，明白な目標を将来ビジョンとして掲げ

てたんで，今回，現実的になったという部分では，現実的にそうなんでしょ

うけれど，今できる分野というのは。ただ，第５次とか第６次じゃなくて，

その先を見据えたものが前回あったのに，今回それが，今の課長の話だと，

なくなるという話なんで，そこがちょっと残念かなという感想です。 

あと，議会で言っていたことと，ちょっと違うような気が，整合性がない

ような気が若干したんで。 

以上です。 

【  委員】さきほども話にありましたけれど，観光交流人口 450 万人ということで，

これを目指すということは大事なことだと思いますが，観光地をちょっとい

ろいろ回ってお話を聞くと，大抵皆さんが言われているとおり，結局，観光

客が増えるというのは，ある程度，変動はあるんですけれど，一番大事なこ

とは，市民がいわゆる観光地のあるところに日常的にある程度来られる魅力

を感じるということですね。つまり，市民を忘れて，観光客だけでは，やは

り問題はあるだろうと。ですから，そういうことは考えていると思うんです

が，そこは市民が日常的に魅力ある中心市街地であるということも，やはり

これは大事なことなんだというふうに考えておいていただきたいなというふ

うに思います。 

【会  長】ありがとうございました。 

  委員，いかがでしょうか。御意見ございますか。 

【  委員】大変難しい話で，聞いてばっかりおったのですが，今，私，一番に考え

て悩んでおるのは，人間，死ぬときに，いったいどういうふうになるのかな

ということを考えておりました。昨日のＮＨＫのテレビを見た人もいると思

いますが，やっぱりここにも書いてあるように，笑顔あふれる人生を終えて，

豊かに親族に看取られて，お世話さま，ありがとうと死んでいけるなら，大

変いいのになと思いながら，人間，終末はどうなるだろうということを考え

ながら，今日の話をずっと聞いていました。 

私は今 85歳ですから，なおさらそういうふうに聞いておったんですが，や

っぱり今一番悩んでいるのは，医療，介護ね。人間の医療，介護で，最終的

にどうなるんだろうと。特に今の社会は，核家族になってから，親子の絆が

だいぶ弱くなってるし，隣近所の交流が少なくなっている，薄くなってる。

お互い助け合い，励まし合い，見つめ合うということがものすごく少ない中

で，本当にはっきり言って，孤独死が毎年増えてるんですよ，水戸市内でも。
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一人で静かに１週間前に死んだとか，そういうことがないようなまちにする

には，いったい何をどうすればいいのか，どこをどうすればいいのか，非常

に大事なことだから，大変関心が強いんですが，そのあたりがね，もう少し，

少しでもいいから，半歩でもいいから，前に進んでね，お世話になったなと，

誰もいないところで死んだりしなくてもいいような地域社会でありたいなと。

それができたら，私は理想的なんじゃないかなというふうに思いながら，ず

っと聞いておりました。 

だから，そういうことを願いながら，これからもこの話を聞いて，意見が

あったら申し上げていきたいと，そんなふうに思いました。 

以上です。 

【会  長】ありがとうございました。おっしゃるとおりだと私も思います。 

  委員，ございますか。 

【  委員】今の  さんのお話を聞いていて，ちょっと関係するんですけれどもね，

コンパクトシティを進めていったときに，まちの中心部に介護付きの高齢者

集合住宅なんかを造ったら，手を上げてくれる人が多そうな気がするんです

よね。それは，今回，コンパクトシティを進めていくというのがあるんです

が，その場合に，こういうまちを想像したときに，やっぱり高齢者の方は住

みやすいと思うんですよ。当然，バリアフリーにもなるでしょうし，ある程

度のものが徒歩圏でそろうようなまちができるようになってくる。となると，

今はこれ，例えば前回の評価の中では，高齢者のところの数字を読み間違っ

ているんですけれど，基本的にこれ，社会動態の変化を読み間違えていると

思うんですが，やっぱりこれ，コンパクトシティを進めていくと，社会動態

は，今とは違う動態が出てくる可能性があるというのは，ちょっと含んでお

いて，その辺も考慮していったほうがいいんじゃないかなと思うんです。 

     あと，もう一つですが，人口との兼ね合いがあるんですが，高齢者人口の

就業率とかというのが出てたんですけれども，この辺には多分，年金支給開

始年齢が 65歳になり，さらには 68歳，70歳になっていくというところは多

分，加味されてないと思うんですが，少なくても 65歳になるのは間違いない

ので，多分，かなり前期高齢者のところの就業率は，どんどん高くなってき

ていると思うんですよね。その辺はちょっと織り込んでおいたほうがいいん

じゃないのかなと。質問というよりは注文です。 

以上です。 

【会  長】ありがとうございました。 

いろいろと貴重な御意見を頂きまして，ありがとうございました。 

     それでは，時間の関係もありますので，またございましたら，この後，頂

くことにさせていただきまして，ただいまの皆様から頂きました御意見等に

つきましては，事務局のほうで整理をさせていただきたいと思いますが，第

１の基本構想の目的から第６の都市空間整備構想までの方向性につきまして

は，おおむねこの案でよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

【副 会 長】ちょっと１点だけ確認したいんだけど，基本計画に入った場合に，数字

の積み上がりとか，施策の積み上げの中で，この構想にも影響があるような

ことが出てくるよね。そのときには，フィードバックして修正可能という考

え方でいいんですか。それとも，今日の構想の形を変えないということが前

提なんですか。 

【執行機関】ただいま副会長から御指摘ありました基本構想につきましては，これに

ぶら下がってくる基本計画の中で，どういった施策を展開していくのか，そ

の内容によっては，こちらの基本構想の考え方についてフィードバックして，

修正すべきものは修正すべき点が出てくるというふうに考えております。 

【副 会 長】ありがとうございます。 

【会  長】それでは，素案のとおりの方向性で今後，まとめさせていただきたいと

思っております。よろしくお願いいたします。 

     次に，基本構想・骨子「素案」のうち，第７，施策の大綱につきまして，

事務局から説明をお願いいたします。 

【執行機関】（水戸市第６次総合計画基本構想・骨子「素案」のうち，第７ 施策の大

綱について説明） 

【会  長】ただいまの御説明につきまして，御質問，御意見等がありましたら，お

願いいたします。 

【  委員】１の（１）「未来を担う子どもたちの育成」の①，②に関わることですが，

学校教育について，「学力向上に力を入れた水戸らしい教育」とありますが，

今，いじめの問題などがありますので，もう少し心の部分，他人を思いやる

などを盛り込んではいかがかと思います。 

【執行機関】ただいまの  委員からの御質問につきまして，まず，②の「学力向上

に力を入れた水戸らしい教育」についてですが，この施策の大綱につきまし

ては，より水戸らしい，水戸独自の施策等を強調し，盛り込んだ大綱として

まいりたいと考えております。現在，そして今後，力を入れてまいります学

力向上の施策について，特徴を出して表現しております。 

御意見のございました，いじめや非行防止についても，大切なものと考え

ておりまして，②にも関係がありますが，③の「青少年の健全育成」の中に

記述しており，そちらと関連性を持たせながら，今後，基本計画の施策につ

いても検討してまいりたいと考えております。 

【会  長】よろしいでしょうか。 

はい，  委員。 

【  委員】何点かありますが，まず一つ目なんですが，「活力あふれる産業の振興」

の中で，「戦略的観光の振興」とありますが，この４行からあまり戦略性を感

じられないので，もうちょっとないのかなという感じがします。 

観光の問題というのは，３の「水戸ならではの歴史，自然を生かした魅力

ある「みと」づくり」，これがまさに観光を意図したような動きなんでしょう
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ね。これはこれでいいのですが，ここと産業の振興に観光は何のためかとい

うと，域外通貨を稼ぐためみたいなことになるのかもしれませんが，それは

それで，その辺を打ち出してもいいのかと思います。もうちょっと，これで

戦略的と思えないんです。もう少し考えていただければと思います。 

もう一つ，確認なんですけど，10 ページに「男女平等参画社会」とありま

すが，これ「平等」という言葉でよろしいんでしょうか，最近は，共同参画

といわれるような気がしますが，いかがでしょうか。男女共同参画社会と，

県のセクションもそういう名称になっていると思いますが。 

【会  長】男女平等のところが男女共同ではないかということですか。 

【執行機関】まず，男女平等参画という言葉についてですが，一般的に国，県におき

ましても男女共同参画社会といったことで，そういった課を設けて進めてい

るというところでございますが，水戸市におきましては，男女平等参画の条

例を制定し，言葉の定義に平等という言葉を使っており，組織としても男女

平等参画課となっております。男女共同の先の男女平等を目指すという考え

方のもとに，施策を検討してまいります。 

また，７ページの「戦略的観光の振興」につきましては，御指摘ございま

したとおり，今回，戦略的に観光の分野に力を入れていくこととしておりま

すが，９ページの（３）にもございますが，魅力の向上と発信というものに

も当然関わってくるものでありますので，こちらとも絡めながら，もう少し

観光の振興の部分につきましても，文章について検討してまいりたいと思い

ます。 

【  委員】もう１点よろしいでしょうか。 

８，９ページの中で，魅力向上，発信，ブランド力とうたわれております

が，できれば，そういう視点を盛り込むことができるかどうか，御検討いた

だければ。ここでは，ブランド力を付けて発信するとしかうたわれていない

のですが，人にどうぞ水戸においでくださいという，市民がそういう意識に

なるためには，そもそも歴史とか自然とかに市民が誇りを持たないと，そう

いう気持ちにならないと思うんですよね。その市民の誇りということについ

て，ここでは触れられていないのですが，よろしいのかと思いまして。 

【会  長】事務局，お願いします。 

【執行機関】ただいまの  委員の御質問に対しましては，９ページの（３）②に「ブ

ランド力の向上」ということで，当然，農産物などのブランド化を推進する

とともに，御指摘のありましたような，水戸に対して市民が愛着を持たない

とならないということは大事ですので，文章に「市民と共有できるまち全体

のブランド化」と表現しておりますが，もう少し分かりやすい文章を検討し

てまいりたいと思います。 

【  委員】ただいまのブランド力に関連して，９ページの②「水戸のブランド力」

について，地域ブランド力については，日経リサーチの 2008年のデータにつ

いてインターネットで調べたのですが，茨城県は全国で第 45位にとどまって
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いる。すこぶる悪い。それが実は続いているんですよね。これは茨城県のブ

ランド力ですが，県の中心である水戸がブランド力を高めるという中心にな

らなければならない。茨城県と連携して地域ブランド力の向上を図ることが

大切だと思う。その前に，茨城県，水戸の特産品そのものの価値や内容を高

めるという努力が必要だろうと思っています。 

【  委員】言葉の問題ですが，さきほど参画という話がありましたが，４ページの

②のところに「市民参加・参画による」と書いてあるんですが，11ページの

（２）①のところには「市民参画」と書かれているんです。他のところを見

ると「社会参加」という言葉が何度も出てくるので，４ページだけが「参加・

参画」と二つ並んでいるのは，何か不自然かなと思いますので，できれば参

画を取ってしまったほうが，あるいは，参画で統一するほうがいいのではな

いかと思いますが，いかがでしょうか。 

【執行機関】ただいまの  委員の御質問についてですが，市民参画という言葉につ

きましては，計画段階から市民の方に参加していただくと，市民参加より更

に進んだ状態を表しているものでございます。４ページの②の「総合的な防

災対策」につきましては，企画段階から市民の方に参加していただけるよう

な事業を推進したいということがございまして，こういった表現とさせてい

ただいておりますが，全体的に参加，参画という表現につきまして，もう一

度見直してまいりたいと思います。 

【  委員】質問が１点と，四つほど最低限入れておいたほうがいいのではと思いま

して。 

まず，質問は，６ページの「魅力ある都市機能の充実」に「都市核（中心

市街地）」とあるのですが，この中心市街地がどこを指すのかということが，

今後，多分もっと具体的なイメージが出てくると思うのですが，いつ頃，ど

この段階で，どういうレベルのものが出てくるのかを教えていただきたいの

ですが。特に，さきほど市街化区域全体の中という話があって，ここでは中

心市街地という言葉が出てきたんですけど，もうちょっと，駅から大工町，

さらには偕楽園，その範囲の中のさらに地域ごとの役割分担とか，そういっ

たあたりのイメージも少しあったほうが，将来を考える上でいいのかなと思

いますので，そのあたり，今後，どういった形でお示しいただけるのかを教

えていただきたい。 

それから，四つほど具体的な話なんですが，例えば４ページの「災害に強

いまちづくりの推進」の②「総合的な防災対策の充実」の中で，特に市の公

共建築物をどれくらいまで強化していくのかというような，もちろん理想的

なところまでは，財源だとかいろいろ問題があって難しいとは思うんですが，

やっぱりそこの目標値をお示しいただくという方向でやっていただくほうが

いいのではと思います。 

それから，（５）の①「交通安全・防犯の充実」ですが，免許返納というこ

とと住宅地の交通量の抑制ということですが，それが交通安全の重要な施策
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ですので，そのあたりもどこまでできるのか，もう少し御検討いただけたら

と思います。 

それから，６ページの「中心市街地の強化」では，中心市街地のバリアフ

リー化の話がちょっと見えないので，やれるのかやれないのかを少し検討し

ていただいて，目標に設定していただくほうがいいのかと。 

それから，住環境で，特に公営住宅ですけども，更にバリアフリーという

話はあるんですが，そのあたりの数年後の目標がどうなのか，このあたりも

ぜひこれから御検討いただければと思います。 

【会  長】ありがとうございました。ただいまの件で，最初に中心市街地のイメー

ジ，そして公共施設の目標値，それから免許返納の件，公営住宅の目標の件

について，お願いします。 

【執行機関】御質問のありました都市核，中心市街地の設定の仕方につきましては，

前回，資料の附図ということで，今までは，駅南の土地区画整理を実施した

ところから駅の北側，さらには大工町までの約 330 ヘクタールの区域を中心

市街地としていたわけでありますけど，第６次総合計画におきましては，都

市中枢機能という部分で，文化施設，あるいは観光，歴史施設といったもの

につきましても，都市中枢機能を担う重要な施設であるという考え方のもと，

例えば偕楽園でありますとか，千波湖周辺，さらには駅南地区の市役所周辺，

こういったところも都市核という位置づけをしていきたいと考えております。 

具体的な区域設定につきましては，それぞれ都市核の機能強化としてどう

いったことをやっていくのかということと密接に関係がありますので，基本

計画の各論の中で，そういった施策と併せて，区域の設定の考え方について

もお示ししていきたいと考えております。具体的には，来年度の７月くらい

までに基本計画の総論，各論の骨子をまとめていく考えでありますので，そ

の前には，都市核の区域設定の考え方というものについても御提示してまい

りたいと考えております。 

また，  委員から，市の公共施設の具体的な目標値の設定，あるいは中

心市街地のバリアフリー化，住環境としての公営住宅のバリアフリー化等に

ついても，いろいろ御指摘をいただきました。 

本市におきましては，特に公共施設だけでなく，まち全体のバリアフリー

化についても，重要な課題として取り組んでいかなければならないと考えて

おります。その辺につきましても，基本計画の各論の中で，どこまで取り組

んでいけるのかということと併せて，さきほど申しましたとおり，基本構想

の中にフィードバックできるものについては，フィードバックしてまいりた

いという考え方で整理していきたいと思っておりますので，よろしくお願い

します。 

【  委員】７ページの「活力あふれる産業の振興」ということで，これに関して，

さきほど質問がありましたが，産業の振興については，産学官の連携が大切

だと思います。現に，茨城大学では，茨城大学産学官連携イノベーション創
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成機構（旧共同研究開発センター）が産学共同研究を行っている場所であり，

大学の先生などの研究成果を民間の製品に反映させるということであります。 

やはり，産業の振興のためには，「新たな産業の誘致・育成」とありますが，

こういうことを具体的に実行しなければならない。他の県では，ベンチャー

ビジネスのような，いわゆるアントレプレナー，そういった育成を念頭に置

いて，インキュベーション施設というものをつくっている。インキュベータ

ー，卵を温めて雛にかえすという機械ですけれども，インキュベーション施

設は，各県でかなり持っていて，そういう施設を有効に利用する。茨城県に

あるかは分からないんですが，小規模なものでもあるとすれば，茨城県との

タイアップ，企業を起こす起業家を育成するには，そういう施設を格安で御

利用いただく，あるいは，大学の先生とのネットワークをつくって，指導体

制を確立するというような動きが大切なんだろうと思います。 

【会  長】ありがとうございました。 

【  委員】同じく７ページのところなんですが，若者の定住，人を定住させるため

に，⑥の「就労環境の充実」のところでは，具体的に市としてはどういうふ

うにやっていくんだということを打ち出していったほうが，全体に，人口に

も影響してくると思いますので，この辺のところに市として力を入れていっ

たらどうかと思います。横浜市では，２億円使って，それ以上の財政健全化

ができたという成功事例もありますよね。そういう組織を作って，そういう

ものも検討素材にされてはいいのではないでしょうか。 

【会  長】ありがとうございました。 

あとはありますでしょうか。 

【  委員】３点ばかりあります。 

まずは，７ページの③「農林水産業の振興」の部分で，これはちょっと触

れ方が少ないのかと思います。農業の基本的な構造が今，大きく変わろうと

しています。そういう中で，ここで言及されているのは，担い手の確保だけ

でありますが，農業を離れる，縮小される方もいますので，そういった部分

にも具体的に言及したほうが分かりやすいのかと思います。 

そして，２番目ですが，９ページの④「循環型社会の構築」の項目ですが，

いろいろな審議会があり，審議会によって，いろいろ提案がされています。

その提案又は答申の盛り込みについて，しっかりと取り組んでいただきたい

と思います。そのことは，さきほども言及しましたが，ある審議会において，

盛り込んだことが実際に行われるのかという心配の言葉が出たことがありま

す。 

そして，３番目は，10 ページの①「地域コミュニティ活動の推進」という

部分でありますが，この中で，それぞれのコミュニティが提案をして，実際

に実行する部分があります。そういうときに，受け皿の強化が明確にされて

いないと，実施に踏み切るというか，提案すら踏み切れないということがあ

ります。これでは，水戸市では協働のまちづくりがだいぶ進んできているの
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が，せっかくの地域のコミュニティの活動に対しては，空回りしてしまうき

らいがあります。と申しますのは，地域のインフラの整備に関して，能力奉

仕的活動力があるのがコミュニティなんですね。そういう方々が取り組んで

いるものの，例えば傷害保険がしっかりしているとか，または，命令系統に

よる民事の訴訟などになったときも，しっかりとサポートされるのかといっ

た心配があります。そういうことなので，受け皿の充実というものについて，

もう少し具体的な説明があるならば，もしくはそういった組織に対してお示

ししていただければ，より市民と行政との協働が進むだろうと思います。 

【会  長】ありがとうございます。ただいまの  委員からの農林水産業の振興の

件と，循環型社会の構築のところと，地域コミュニティ活動の推進の受け皿

の充実の件について，いかがでしょうか。 

【執行機関】ただいま  委員から御指摘いただきました件につきましても，基本計

画の中で，進めていくべき，取り入れるべき施策について，重点化を図って

いくという考え方で整理してまいりたいと思います。 

また，この基本構想におきましても，文言の中でそういったものの強化と

いう部分について，文章表現できるものについては，修正をかけて盛り込ん

でいきたいと考えております。 

【会  長】よろしいでしょうか。 

いろいろ御意見を頂いておりますけれども，次に，総括に移らせていただ

きます。 

ただいま（２）の議題につきまして，いろいろと御意見，御質問を頂きま

したが，全体を通しての御意見，御質問を頂戴したいと思います。 

特にございませんでしょうか。 

それでは，最後に，（３）その他でございますが，事務局から何かございま

すか。 

【執行機関】次回の日程の案について御説明させていただきます。 

次回は，２月の中旬頃に，本日，委員の皆様から頂きました御意見を踏ま

え，整理したものを含めまして，基本構想「素案」につきまして御審議いた

だきたいと思います。この日程案につきまして，会長より委員の皆様にお諮

りいただきますようお願いいたします。 

【会  長】ただいま，次回は２月の中旬に，本日の御意見等を踏まえて取りまとめ

させていただきます基本構想「素案」について審議をしたいという提案でご

ざいますが，いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会  長】それでは，次回は２月中旬に開催させていただきたいと思います。 

なお，それまでに，基本構想の案などに関しまして，御意見等がございま

したら，事務局まで御連絡をお願いしたいと思います。 

それでは，以上をもちまして，本日の議事を終了させていただきます。御

協力，誠にありがとうございました。 
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【執行機関】本日は，長時間にわたりまして御審議をいただきまして，本当にありが

とうございました。 

以上をもちまして，第３回審議会を終了させていただきます。御協力あり

がとうございました。 


